
 

 

 南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設整備指針策定審議会条例をここに公布する。 

  令和６年７月３日 

           南但広域行政事務組合管理者 藤 岡  勇 

条例第３号 

   南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設整備指針策定審議会条例 

 （設置） 

第１条 南但地域における次期ごみ処理施設の整備に関して、客観的な方向性を示し

た指針を策定するため、南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設整備指針策定審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、南但広域行政事務組合管理者（以下「管理者」という。）の諮問に

応じ、ごみ処理施設の整備についての基本的事項について調査審議し、その結果を

答申する。 

 （組織及び任期） 

第３条 審議会は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する委員５人以

内をもって組織する。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から前条の規定による答申が行われた日（以下「答申日」

という。）までとする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 審議会に副会長１人を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。

ただし、委員の委嘱後最初の会議は、管理者が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴

くことができる。 

 （会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公

開とすることができる。 

（オブザーバー） 

第７条 審議会にオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、審議会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者の

うちから管理者が委嘱する。 

３ オブザーバーは、会長の求めに応じ会議に出席し、審議に助言又は協力を行うも



 

 

のとする。 

 （報酬） 

第８条 委員が会議に出席したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額を報酬として支給する。 

(1) 会長 日額 30,000円 

  (2) 会長以外の委員 日額 25,000円 

２ 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。 

（費用弁償） 

第９条 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として、次の各号の区分に応

じ、当該各号に定める額を支給する。 

(1) 会議に出席したときは、職員等の旅費に関する条例（平成９年南但広域行政事

務組合条例第３号。以下「旅費条例」という。）第 12条又は第 15条に規定する鉄

道賃又は車賃の額 

(2) 他施設への視察等のために旅行したときは、旅費条例に定める旅費の種類及び

額 

 （庶務） 

第 10条 審議会の庶務は、南但広域行政事務組合環境課において処理する。 

 （補則） 

第 11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、答申日の翌日に、その効力を失う。 


